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２ 計画の体系 

  「計画の目的」、目的を達成するための「施策目標」、施策目標を具体化する「推

進施策」を定め、体系的にアイヌ施策を推進します。

なお、推進施策中、「今後実施する施策」につきましては、短・中期的に新たに

取り組む事業を、「実施に当たり検討を要する施策」につきましては、検討課題を

解決した上で、中・長期的に取り組む事業を記載しています。

［計画の目的］   ［施策目標］ ［推進施策］

アイヌ民族の 

誇りが尊重される

まちの実現 

市民理解の促進

伝統文化の 

保存・継承・振興

生活関連施策の

推進 

伝統文化の啓発活動の推進 

教育等による市民理解の促進 

アイヌ民族の歴史を尊重する施策の推進 

伝統文化活動の推進 

産業振興等の推進 

生活環境等の整備 
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